
 

＜参照条文＞ 
 
〇高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）（抄） 
 
（サービス付き高齢者向け住宅事業の登録） 

第五条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム（以下単に
「有料老人ホーム」という。）であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者（国土交通省
令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。）を入居
させ、状況把握サービス（入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサ
ービスをいう。以下同じ。）、生活相談サービス（入居者が日常生活を支障なく営むことができるように
するために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。）その他の高齢者が
日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業（以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」
という。）を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム（以下「サ
ービス付き高齢者向け住宅」という。）を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることが
できる。 

２～４ （略） 
 
（登録の基準等） 

第七条 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 
一～三 （略） 
四 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高
齢者と同居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。
以下同じ。）とするものであること。 

五～九 （略） 
２～５ （略） 
 
 
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成 23年厚生労働省・
国土交通省令第２号）（抄） 

 
（年齢その他の要件） 

第三条 法第五条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以上の者
又は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する要介護認定（以下単に「要介
護認定」という。）若しくは同条第二項に規定する要支援認定（以下単に「要支援認定」という。）を受
けている六十歳未満の者（地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第十七条の七第一項に規定する認
定市町村が、同法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画において、国土交通
大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該計画に記載された同法第五条第四項第十号に規定す
る生涯活躍のまち形成地域の区域内のサービス付き高齢者向け住宅の入居者について要件を別に定め
た場合においては、当該要件に該当する者を含む。）であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する
者であることとする。 
一 （略） 
二 同居する者が配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下
この号において同じ。）、六十歳以上の親族（配偶者を除く。以下この号において同じ。）、要介護認定
若しくは要支援認定を受けている六十歳未満の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特
別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者であること。 

 
 

 


